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公布された条例等のあらまし

（規則第10号）◇職員の児童手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

 流域下水道事業から給与が支弁される職員の児童手当の支給に関する事務は、土木部下水道推進課が行うことと

した。（第２条関係）

 その他規定の整理

２ 施行期日

令和２年４月１日から施行することとした。

規 則

職員の児童手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

島根県規則第10号

職員の児童手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

職員の児童手当の支給に関する規則（昭和46年島根県規則第74号）の一部を次のように改正する。

第１条中「。以下「省令」という。」を削る。

第２条の表中

「

知事の事務部局の職員並びに議会、人事委員 総務部総務事務 総務部総務事務センター 総務部総務事務センター

会、監査委員、労働委員会、島根海区漁業調 センター長

整委員会、隠岐海区漁業調整委員会及び内水

面漁場管理委員会の事務局の職員

教育委員会 市町村立学校の職員以外の職員

」

を

「

知事の事務部局の職員（流域下水道事業から 総務部総務事務 総務部総務事務センター 総務部総務事務センター

給与が支弁される職員を除く。）並びに議 センター長

会、人事委員会、監査委員、労働委員会、島

根海区漁業調整委員会、隠岐海区漁業調整委

員会及び内水面漁場管理委員会の事務局の職

員

知事の事務部局の職員（流域下水道事業から 土木部下水道推進課

給与が支弁される職員に限る。）

教育委員会 市町村立学校の職員以外の職員 総務部総務事務センター

」

に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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告 示

島根県告示第111号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の３第１号の規定により告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

事 業 者 事 業 所
実施する事業 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

社会福祉法人 出雲市西園町4015番地 特定施設入居者生 長浜和光園外部 出雲市西園町4015番 令和２年１月22

古平田和光会 活介護 サービス利用型 地 日

特定施設

社会福祉法人 出雲市西園町4015番地 介護予防特定施設 長浜和光園外部 出雲市西園町4015番 令和２年１月22

古平田和光会 入居者生活介護 サービス利用型 地 日

特定施設

社会福祉法人 出雲市西園町4015番地 訪問介護 ヘルパーステー 出雲市西園町4015番 令和２年１月22

古平田和光会 ション わこう 地 日

島根県告示第112号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の名称の変更の届出があったので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

事 業 者 事 業 所
変更年月

名 称 主たる事務所の所在地 所在地
実施する事業 名 称

日
変更前 変更後

株式会社 山藤 江津市二宮町神主ハ 介護予防居宅療養 有限会社 山 株式会社 山 江津市嘉久志 平成25年

薬局 216番地５ 管理指導 藤薬局 藤薬局 江津 町2306番地の ９月19日

支店 30

島根県告示第113号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の所在地の変更の届出があったので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

事 業 者 事 業 所
変更年月

名 称 主たる事務所の所在地 名 称
実施する事業 所 在 地

日
変更前 変更後
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合同会社 クオ 出雲市天神町１15番地 訪問看護 こころ訪問看護 出雲市天神町 出雲市天神町 令和元年

リティ・オブ・ ２ ステーション 869番地天神 115番地２ 12月21日

ライフ ビル２Ｆ

合同会社 クオ 出雲市天神町１15番地 介護予防訪問看護 こころ訪問看護 出雲市天神町 出雲市天神町 令和元年

リティ・オブ・ ２ ステーション 869番地天神 115番地２ 12月21日

ライフ ビル２Ｆ

島根県告示第114号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の名称及び所在地の変更の届出があったので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

事 業 者 事 業 所
変更年月

名 称 主たる事務所の所在地
実施する事業 名 称 所 在 地

日
変更前 変更後 変更前 変更後

社会福祉法人 浜田市長浜町1900番地 介護老人福祉 介護老人福 特別養護老 浜田市長浜 浜田市長浜 平成14年

愛心会 施設 祉施設たん 人ホームた 町872番地 町1900番地 ５月13日

ぽぽの里 んぽぽの里

島根県告示第115号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

廃止する事業 廃止年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

石田 清士 大田市大田町449番地 居宅療養管理指 石田歯科医院 大田市大田町４49番地 令和元年11月16

１ 導 １ 日

石田 清士 大田市大田町449番地 介護予防居宅療 石田歯科医院 大田市大田町４49番地 令和元年11月16

１ 養管理指導 １ 日

村田 明道 雲南市三刀屋町三刀屋 訪問看護 むらた耳鼻咽喉 雲南市三刀屋町三刀屋 令和元年11月30

1212番地54 科 1212番地54 日

村田 明道 雲南市三刀屋町三刀屋 介護予防訪問看 むらた耳鼻咽喉 雲南市三刀屋町三刀屋 令和元年11月30

1212番地54 護 科 1212番地54 日

村田 明道 雲南市三刀屋町三刀屋 訪問リハビリテ むらた耳鼻咽喉 雲南市三刀屋町三刀屋 令和元年11月30

1212番地54 ーション 科 1212番地54 日

村田 明道 雲南市三刀屋町三刀屋 介護予防訪問リ むらた耳鼻咽喉 雲南市三刀屋町三刀屋 令和元年11月30

1212番地54 ハビリテーショ 科 1212番地54 日

ン

村田 明道 雲南市三刀屋町三刀屋 居宅療養管理指 むらた耳鼻咽喉 雲南市三刀屋町三刀屋 令和元年11月30
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1212番地54 導 科 1212番地54 日

村田 明道 雲南市三刀屋町三刀屋 介護予防居宅療 むらた耳鼻咽喉 雲南市三刀屋町三刀屋 令和元年11月30

1212番地54 養管理指導 科 1212番地54 日

社会福祉法人 益田市高津町イ2559番 訪問看護 訪問看護ステー 益田市高津町イ2559番 令和元年11月１

暁ほほえみ福祉 地１ ションつむぎ 地１ 日

会

社会福祉法人 益田市高津町イ2559番 介護予防訪問看 訪問看護ステー 益田市高津町イ2559番 令和元年11月１

暁ほほえみ福祉 地１ 護 ションつむぎ 地１ 日

会

島根県告示第116号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の休止の届出があったので、同法第55条の３第２号の規定により告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

休止する事業 休止年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

特定非営利活動 浜田市三隅町三隅370 居宅介護支援事 居宅介護支援事 浜田市三隅町三隅370 令和元年11月１

法人 あいの会 番地３ 業 業所 あいの会 番地３ 日

島根県告示第117号

令和元年農林水産省告示第1728号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の

相手方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を江津市役所に掲示

するとともにその要旨を告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手

江津市桜江町後山1254－５、1254－９から1254－11まで、1254－ 坂越 忠雄

17、1254－18、1269、1302－２

江津市桜江町谷住郷2964－１、2964－21 山本 昌

島根県告示第118号

令和元年島根県告示第417号で指定施業要件の変更予定保安林とされた次の保安林については、当該処分に係る通知の

相手方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を吉賀町役場に掲示

するとともにその要旨を告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方
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保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方

鹿足郡吉賀町六日市1058 村上 伸次

鹿足郡吉賀町六日市1061 清水 保

鹿足郡吉賀町六日市1066－２ 河内 品藏

鹿足郡吉賀町六日市1066－２ 山田 嘉右衛門

鹿足郡吉賀町六日市1093、1130、1131－１、1147－２ 澄川 勇八

鹿足郡吉賀町六日市1103 田中 シゲ子

鹿足郡吉賀町六日市1104－１ 澄川 八右衛門

鹿足郡吉賀町六日市1105－１ 岡崎 庫輔

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 砂原 岩吉

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 澄川 彌市

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 田本 清八

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 田本 広助

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 信国 アヤコ

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 堀江 賢道

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 槇田 庄左衛門

鹿足郡吉賀町六日市1105－２ 松本 力藏

鹿足郡吉賀町六日市1108 村上 理太郎

鹿足郡吉賀町六日市1109、1131－３ 澄川 千代吉

鹿足郡吉賀町六日市1132－１、1132－３ 澄川 滝男

鹿足郡吉賀町六日市1136－３、1136－５、1136－７ 村上 定陽

鹿足郡吉賀町六日市1137－３、1138－５ 古市 健

鹿足郡吉賀町六日市1143 三浦 弥市

鹿足郡吉賀町六日市1147－１、1147－５ 澄川 瀧男

鹿足郡吉賀町六日市1148－１ 谷村 美登

鹿足郡吉賀町六日市1156－３ 小山 明信

鹿足郡吉賀町六日市1158－３ 砂原 郁治

鹿足郡吉賀町六日市1171、1171－１から1171－３まで、1173、 久保 ユリ子

1176－１、1177、1177－１、1178、1178－１

鹿足郡吉賀町六日市1186 中島 幸治

鹿足郡吉賀町六日市1190 大蘿 俊峯

鹿足郡吉賀町六日市1194－１ 新宮神社

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 石田 音兵衛

鹿足郡吉賀町六日市1194－３ 石田 忠太

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1348 上田 吾三郎

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 茅原 本吉

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 河野 喜一

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 河内 覚

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 桑原 福治

鹿足郡吉賀町六日市1194－３ 手嶋 イワ

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 手嶋 キク

第85号 島 根 県 報 令和２年３月３日
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鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 手嶋 作太郎

鹿足郡吉賀町六日市1194－３ 中村 知之

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 広中 徳三郎

鹿足郡吉賀町六日市1194－３ 槙田 利吉

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 松浦 定一郎

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1209、1348 松浦 竹之助

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1348 三浦 安治

鹿足郡吉賀町六日市1194－３、1348 村上 茂右衛門

鹿足郡吉賀町六日市1199、1217 山田 千壽子

鹿足郡吉賀町六日市1200 廣中 六治

鹿足郡吉賀町六日市1209 石井 喜一

鹿足郡吉賀町六日市1209、1348 石村 忠太

鹿足郡吉賀町六日市1209 嶋川 嘉市

鹿足郡吉賀町六日市1209 田村 勝蔵

鹿足郡吉賀町六日市1209 田村 光三郎

鹿足郡吉賀町六日市1209 広中 六治

鹿足郡吉賀町六日市1209 松野 米治

鹿足郡吉賀町六日市1209 山崎 守太郎

鹿足郡吉賀町六日市1213 松浦 紀行

鹿足郡吉賀町六日市1348 信国 愛治郎

島根県告示第119号

令和２年農林水産省告示第74号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の相

手方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を吉賀町役場に掲示す

るとともにその要旨を告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手

鹿足郡吉賀町立河内1240－１、1240－２、1249－１、1252－１、 林飛 宏宣

1252－２、1255－２

鹿足郡吉賀町立河内1240－１、1240－２、1249－１、1252－１、 宮本 幸

1252－２、1255－２、1255－３、1256－２から1256－６まで、

1259－２、1260、1339－１から1339－４まで、1339－６、1340－

１、1728－１から1728－５まで、1731

鹿足郡吉賀町立河内1339－１、1339－６ 田屋 数美

鹿足郡吉賀町立河内1339－１、1339－６ 橋本 恒人

鹿足郡吉賀町立河内1339－１、1339－６ 森藤 来

島根県告示第120号
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令和元年農林水産省告示第1729号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の

相手方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を吉賀町役場に掲示

するとともにその要旨を告示する。

令和２年３月３日

島根県知事 丸 山 達 也

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手

鹿足郡吉賀町真田2049 木村 幸枝

鹿足郡吉賀町真田2049 木村 忠雄

鹿足郡吉賀町真田2241、2242 有田 音松

島 根 県 病 院 局 告 示

島根県病院局告示第２号

島根県立病院使用料及び手数料条例第２条第３項の規定による使用料及び手数料の額（平成19年島根県病院局告示第１

号）の一部を次のように改正し、令和２年３月４日から施行する。

令和２年３月３日

島根県病院事業管理者 山 口 修 平

ＨＣＶ薬剤耐性変異解析の項の次に次の１項を加える。

遺伝子検査料

ＨＢＯＣスクリーニング １回につき 209,000円

クイックＨＢＯＣ １回につき 242,000円

ＨＢＯＣシングルサイト １回につき 33,000円

追加ＨＢＯＣスクリーニング １回につき 143,000円

ＭＳＨ６フルシークエンス １回につき 66,000円

ＰＭＳ２フルシークエンス １回につき 66,000円

ＭＬＨ１フルシークエンス １回につき 66,000円

ＭＳＨ２フルシークエンス １回につき 66,000円

追加ＭＬＨ１／ＭＳＨ２ ＭＬＰＡ １回につき 22,000円

ＭＭＲスクリーニング １回につき 132,000円

ＭＭＲシングルサイト １回につき 33,000円

追加ＭＭＲスクリーニング １回につき 66,000円

ＡＰＣスクリーニング １回につき 99,000円

ＡＰＣシングルサイト １回につき 33,000円

追加ＡＰＣスクリーニング １回につき 33,000円

ＭＥＮ１スクリーニング １回につき 99,000円

クイックＭＥＮ１スクリーニング １回につき 132,000円

ＭＥＮ１シングルサイト １回につき 33,000円

ＭＥＮ２スクリーニング １回につき 39,490円

クイックＭＥＮ２スクリーニング １回につき 72,490円

ＭＥＮ２シングルサイト １回につき 33,000円
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ＴＰ５３スクリーニング １回につき 99,000円

ＴＰ５３シングルサイト １回につき 33,000円

追加ＴＰ５３スクリーニング １回につき 33,000円

ＰＴＥＮスクリーニング １回につき 99,000円

ＰＴＥＮシングルサイト １回につき 33,000円

追加ＰＴＥＮスクリーニング １回につき 33,000円

教 育 委 員 会 規 則

県立学校の組織編制に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月３日

島根県教育委員会教育長 新 田 英 夫

島根県教育委員会規則第１号

県立学校の組織編制に関する規則の一部を改正する規則

県立学校の組織編制に関する規則（昭和33年島根県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

9
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（第２条関係）別表第１

全日制の課程 定時制の課程
学 校 名

第１ 第２ 第３ 第１ 第２ 第３ 第４
（分校名） 学 科 学 科

学年 学年 学年 学年 学年 学年 学年

島根県立安来高等学校 普通科 160 160 160

情報システム科 40 40
島根県立情報科学高等学

情報処理科 120 40 40
校

マルチメディア科 40 40

普通科 240 240 240
島根県立松江北高等学校

理数科 40 40 40

普通科 240 240 240
島根県立松江南高等学校

理数科 40 40 40

島根県立松江東高等学校 普通科 200 200 240

機械科 40 40 40 機械科 40 40 40 40

電子機械科 40 40 40 電気科 40 40 40 40

島根県立松江工業高等学 電気科 40 40 40 建築科 40 40 40 40

校 電子科 40 40 40

情報技術科 40 40 40

建築都市工学科 40 40 40

商業科 120 120
島根県立松江商業高等学

情報処理科 200 40 40
校

国際ビジネス科 40 40

生物生産科 40 40 40
島根県立松江農林高等学

環境土木科 40 40 40
校

総合学科 240

島根県立宍道高等学校 普通科 640

島根県立大東高等学校 普通科 120 120 120

島根県立横田高等学校 普通科 120 120 120

島根県立三刀屋高等学校 総合学科 480

（掛合分校） 普通科 40 40 40

島根県立飯南高等学校 普通科 80 80 80

島根県立平田高等学校 普通科 160 160 160

普通科 280 280 280
島根県立出雲高等学校

理数科 40 40 40
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機械科 40 40 40

島根県立出雲工業高等学 電気科 40 40 40

校 電子機械科 40 40 40

建築科 40 40 40

島根県立出雲商業高等学 商業科 120 120 120

校 情報処理科 40 40 40

植物科学科 40 40 40

島根県立出雲農林高等学 食品科学科 40 40 40

校 動物科学科 40 40 40

環境科学科 40 40 40

普通科 200 200 240
島根県立大社高等学校

体育科 40 40 40

普通科 120 120 120
島根県立大田高等学校

理数科 40 40 40

島根県立邇摩高等学校 総合学科 360

普通科 105 90 90
島根県立島根中央高等学

校

普通科 60 60 60
島根県立矢上高等学校

産業技術科 35 30 30

島根県立江津高等学校 普通科 80 80 80

島根県立江津工業高等学 機械・ロボット科 40 40 40

校 建築・電気科 40 40 40

普通科 200 200 200 普通科 320
島根県立浜田高等学校

理数科 40 40 40

島根県立浜田商業高等学 商業科 40 40
80

校 情報処理科 40 40

海洋技術科 40 40 40

食品流通科 40 40 40
島根県立浜田水産高等学

（専攻科）
校

10 10
漁業科

機関科

普通科 120 120 160
島根県立益田高等学校

理数科 40 40 40

電子機械科 40 40 40

島根県立益田翔陽高等学 電気科 40 40 40

校 生物環境工学科 40 40 40

総合学科 120

島根県立吉賀高等学校 普通科 40 40 40

島根県立津和野高等学校 普通科 80 80 80
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普通科 60 60 60
島根県立隠岐高等学校

商業科 30 30 30

普通科 80 80 80
島根県立隠岐島前高等学

校

海洋システム科 40 40 40

海洋生産科 40 40 40
島根県立隠岐水産高等学

（専攻科）
校

10 10
漁業科

機関科

備考

１ 島根県立宍道高等学校定時制課程普通科の定員のうち、午前部（授業を行う時間帯が主として午前９時から正午

までのものをいう。）の定員にあっては320名とし、午後部（授業を行う時間帯が主として正午から午後５時まで

のものをいう。）の定員にあっては160名とし、夜間部（授業を行う時間帯が主として午後５時から午後９時まで

のものをいう。以下同じ。）の定員にあっては160名とする。

２ 島根県立浜田高等学校定時制課程普通科の定員のうち、昼間部（授業を行う時間帯が主として正午から午後５時

までのものをいう。）の定員にあっては160名とし、夜間部の定員にあっては160名とする。
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別表第３を次のように改める。
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（第３条関係）別表第３

学 校 に 置 く 部 専 攻 科

幼稚部 高 等 部 定 員
学 級

学 校 名 教育内容

第１ 第２ 第３
小学部及び中学部 定 員 学 科

学 級

学年 学年 学年
定 員 学 科 区 分

区 分
第１ 第２ 第３

学年 学年 学年

普通科 理療科 8 8 8
単一障害学級 8 8 8

単一障害学級
島根県立盲学 視覚障害 3 3 3

小学部 中学部
重複障害学級

校 教育 保健理 8 8 8 保健理 8 8 8単一障害学級 単一障害学級

療科 3 3 3 療科 3 3 3重複障害学級 重複障害学級

8 8 8 産業工 8 8
普通科

単一障害学級 単一障害学級

島根県立松江 聴覚障害 3 3 3 芸科 3 3
15 小学部 中学部

重複障害学級 重複障害学級

ろう学校 教育 産業技 8 8 8 生活ﾃﾞ 8 8単一障害学級 単一障害学級

術科 3 3 3 ｻﾞｲﾝ科 3 3重複障害学級 重複障害学級

美術工 8 8 8単一障害学級

島根県立浜田 聴覚障害 芸科 3 3 3
10 小学部 中学部

重複障害学級

ろう学校 教育 8 8 8
被服科

単一障害学級

3 3 3重複障害学級

島根県立松江 知的障害 48 32 48
小学部 中学部 普通科

単一障害学級

養護学校 教育 36 33 36重複障害学級

56 40 40知的障害
小学部 中学部 普通科

単一障害学級

21 24 21
島根県立出雲

教育 重複障害学級

3 3 3養護学校 小学部 中学部 普通科
肢体不自

重複障害学級
由教育

病弱教育 小学部 中学部

島根県立石見 知的障害 8 8 16
小学部 中学部 普通科

単一障害学級

養護学校 教育 9 6 3重複障害学級

島根県立浜田 知的障害 16 8 16
小学部 中学部 普通科

単一障害学級

養護学校 教育 15 18 12重複障害学級

知的障害 16 16 16
小学部 中学部 普通科

単一障害学級

島根県立益田 教育 9 6 6重複障害学級

3 3 3
養護学校 肢体不自

小学部 中学部 普通科 重複障害学級
由教育

島根県立隠岐 知的障害 8 8 8
小学部 中学部 普通科

単一障害学級

養護学校 教育 3 3 3重複障害学級

8 8 8
島根県立松江 肢体不自

単一障害学級

小学部 中学部 普通科 9 3 9
清心養護学校 由教育

重複障害学級

3訪問学級

肢体不自 8 8 8
小学部 中学部 普通科

単一障害学級

島根県立江津 由教育 3 3 3重複障害学級

清和養護学校 8 8 8
病弱教育 小学部 中学部 普通科

単一障害学級
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3 3 3重複障害学級

島根県立松江 16 8 8単一障害学級

緑が丘養護学 病弱教育 小学部 中学部 普通科 15 6 9重複障害学級

校 3訪問学級

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

教 育 長 訓 令

島根県教育委員会教育長訓令第１号

本 庁

教 育 事 務 所

埋蔵文化財調査センター

教 育 機 関

県 立 学 校

島根県教育委員会教育長の所掌に係る建設工事入札結果等閲覧規程（昭和57年島根県教育委員会教育長訓令第１号）の

一部を次のように改正する。

令和２年３月３日

島根県教育委員会教育長 新 田 英 夫

「本 庁

教 育 事 務 所

受訓先を 埋蔵文化財調査センター に改める。

教 育 機 関

県 立 学 校」

第２条第３号中「及び最終入札結果（建設工事にあっては、一般競争入札又は指名競争入札の経緯、最終入札結果及び

予定価格）」を「、最終入札結果及び予定価格」に改める。

第３条中「又は教育機関」を「、教育機関又は県立学校」に改める。

第４条第１項中「第２条第２号に掲げる書類にあっては入札の指名通知の日から、同条第１号及び第３号に掲げる書類

にあっては」を削り、「、それぞれこれらの日」を「同日」に改め、同項ただし書中「同条第３号」を「第２条第３号」

に改める。

第６条中「又は教育機関」を「、教育機関又は県立学校」に、「しなければならない」を「するものとする」に改め

る。

第７条中「所属長は、閲覧所に閲覧簿を備え付け、入札結果等に関する書類を閲覧しようとする者に対し、当該」を

「入札結果等に関する書類を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある」に、「させなければ」を「しなければ」

に改める。

附 則

この訓令は、令和２年４年１日から施行する。
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